
自家発補給電力の特別措置について

➢ 自家発補給電力の特別措置は、再エネの出力抑制時や出力抑制が見込まれる時間帯に自家発電を止めるなど

して自家発補給電力を使用する場合に、自家発補給電力を使用していないものとみなし、自家発補給電力に係

る託送料金の基本料金を半額とする特別措置です。

➢ 2023年4月に、再生可能エネルギーの有効活用をさらに後押しする観点から、当該特別措置の見直しを行い、軽

負荷時間帯（4,5月の全日および10,11月の土日祝の8～16時）を特別措置が適用される時間帯として追

加いたしました。

自家発電を止めて自家発補給電力を

使用した場合でも、不使用時と同様、自

家発補給電力分の基本料金は半額と

なります

お問い合わせ先

中部電力パワーグリッド株式会社 ネットワークサービスセンター

Tel：0570-03-5600

受付時間：9時～17時（年末年始（12月29日～1月3日）、土曜・日曜、祝日は除く）


